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令和４年度佐倉市八街市酒々井町消防組合定期監査結果報告書 

の提出について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項及び第４項の規

定により、令和４年度佐倉市八街市酒々井町消防組合の定期監査を執行した

のでその結果報告書を同条第９項の規定により、別紙のとおり提出します。  



令和４年度佐倉市八街市酒々井町消防組合定期監査結果報告書  

 

第１ 定期監査の対象所属 

   消防本部総務課及び予防課 

第２ 定期監査の対象期間 

   令和４年４月１日から令和４年９月３０日まで 

第３ 定期監査の実施日 

   令和４年１１月２５日（金） 

第４ 定期監査の実施場所 

   佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部  

第５ 定期監査の方法 

   定期監査資料として、帳票、帳簿及び書類等の提出を求め、予算及び

事務事業の執行が計画的かつ効率的に行われているか、その手続きは適

切か、会計処理は法令等に従っているか等の審査を行いました。  

   内容聴取については、それぞれの所属の所管事務事業の執行状況等に

ついて質疑応答の方法で行いました。  

第６ 定期監査の結果 

 １ 予算の執行状況 

予算の執行状況は、適正であると認められました。  

２ 事務事業の執行状況 

主な事務事業の執行は、適正であると認められました。  

３ 事務の処理状況 

事務の処理状況は、おおむね良好であると認められました。  

４ 留意及び改善を要する事項 

各課の事務事業が適正に行われていることが確認でき、予算の執行並 

びに各事業の執行についても例月出納検査を実施していることから適正

に処理されていました。引き続き安全かつ健全な事務運営の確保を重視

し、適正な予算執行をお願いします。 

 また、現状における諸課題等については、各課及び各関係機関等と連 

携を図り、組織が一体となって問題解決に向き合うようお願いします。 

また、両課とも人材育成に苦慮されておりますが、これについても組織  

的かつ計画的に将来を見据えた人材育成等に重点を置いた組織づくりを 

推進されることを要望します。 

   

 

 

 

 




